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Ｔ＆Ｄ保険グループの太陽生命保険株式会社（社長 副島直樹）は、2020年 4月 1日よりインターネッ

トで保険申し込みが完了できる「スマ保険」で新たなプランの販売を開始します。 
 
「スマ保険」では、2019年 10月の開始以降、お客様の声をふまえて、常に使いやすさを追求するなど、

利便性の更なる向上に努めてまいりました。今般、お客様の声から作られた２種類のプランの販売を開始
します。 
 

「スマ保険」専用ページはこちらです。 

 https://www.taiyo-seimei.co.jp/net_lineup/index.html 
 
① 保険組曲Ｂｅｓｔ「入院重点プラン」 
スマ保険の入院重点プランでは、所定の生活習慣病の場合は最大40万円までの入院一時金をお支払い

できるようになりました(*1)。医療の進歩により、入院日数は短期化の傾向にあります。本プランでは、
日帰り入院から入院日数にかかわらず、一時金でお支払いするため、短期入院に対してもしっかりと備
えることができるようになっています。 
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太陽生命、日帰り入院で最大 40万円を受け取れる医療保険をネットで新発売！(*1) 

 ～          にて保険組曲Ｂｅｓｔ「入院重点プラン」と「終身認知症年金保険」の取扱開始～ 

(*1) 入院一時金保険と生活習慣病入院一時金保険（または女性入院一時金保険）をそれぞれ入院一時金額20 万円で付加し、所定の生活習慣 

   病を原因とした入院の場合となります。 
(*2) 入院一時金保険と生活習慣病入院一時金保険（または女性入院一時金保険）をそれぞれ入院一時金額5 万円で付加し、所定の生活習慣 
   病を原因とした入院の場合となります。 

 (*2)  

https://www.taiyo-seimei.co.jp/net_lineup/index.html


② 終身認知症年金保険 

終身認知症年金保険（正式名称：「無配当終身認知症・生活介護年金保険(低解約払戻金型)(001)」）は、

「貯蓄しながら、認知症に備える」をコンセプトに保険料を全期前納していただくことで、貯蓄性ニー

ズにお応えするとともに、所定の認知症による状態が 180 日継続したとき、終身にわたって年金が受け

取れる保険となっております。 

  当社は 2016 年 3 月に、生命保険業界で初めて(*3)健康に不安のある方でも加入できる、認知症による

所定の状態を保障する保険「ひまわり認知症治療保険」を発売して以降、2018 年 10 月には「ひまわり

認知症予防保険」を発売するなど、認知症に対する保障を提供してまいりましたが、認知症に特化した

保障内容の商品として年金形式でお支払いするのは当社初となります。 
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当社は、これからもご家庭に寄り添い、「人生100歳時代」を元気に長生きできる明るい長寿社会の実現

に向け、最優の商品・サービスをご家庭にお届けすることを目指してまいります。 
 

以  上  
 

このニュースリリースは商品の概略を説明したもので、保険募集を目的としたものではありません。 

 

 

(*3) 簡単な告知により加入できる選択緩和型の商品で、認知症について保障する保険は生命保険業界初となります。（一般社団法人 
生命保険協会加盟41社について、当社で調べたものです(2015年 12月末時点において)） 

※保険料払込期間中の解約払戻金額は解約払戻金額を低く設定しない場合の70％となります。 

※第 1 回の終身認知症治療年金が支払われずに死亡したとき死亡給付金をお支払いします。 
※終身認知症治療年金をお支払いした場合で支払保証期間中に死亡されたときは死亡一時金を支払います。 
※死亡給付金は保険料払込期間中については既払込保険料と同額、保険料払込期間経過後は既払込保険料と責任準備金のう 
ち、いずれか大きい金額をお支払いします 

※上記の「死亡給付金」は図のイメージです。解約払戻金の推移はご契約内容により異なります。 
※死亡給付金額はつぎの算式により計算される金額とします。 
①保険料払込期間中：（口座月払保険料）×（保険料の払込回数） 
②上記①の金額と責任準備金のいずれか大きい金額 

※保険料の払込み方法は全期前納のみとなります。全期前納とは契約時に 5 年分の保険料を前払いいただく方法であり、 
保険料の一時払とは異なります。 

 


